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議案第１６号 

 

おいらせ町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町介護保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１４号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  平成３０年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 三 村 正太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 第７期介護保険事業計画に基づき平成３０年度から平成３２年度ま

での介護保険第１号被保険者の介護保険料の額を改めるため提案する

ものである。 



 

５７ 

   おいらせ町介護保険条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町介護保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度

から平成３２年度まで」に改め、同条第１号中「４１，８２０円」を

「４０，５００円」に、同条第２号中「５６，８７５円」を「５５，

０８０円」に、同条第３号中「６２，７３０円」を「６０，７５０円」

に、同条第４号中「７５，２７６円」を「７２，９００円」に、同条

第５号中「８３，６４０円」を「８１，０００円」に、同条第６号中

「１００，３６８円」を「９７，２００円」に、同条第７号中「１０

８，７３２円」を「１０５，３００円」に、「１９０万円」を「２００

万円」に、同条第８号中「１２５，４６０円」を「１２１，５００円」

に、「２９０万円」を「３００万円」に、同条第９号中「１４２，１８

８円」を「１３７，７００円」に、「３５０万円」を「４００万円」に、

同条第１０号中「１５８，９１６円」を「１５３，９００円」に改め

る。 

 第９条第２項中「、普通徴収の方法により保険料を徴収されている

者については納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴

収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前

前月の１５日までに」を削る。 

 第１４条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のおいらせ町介護保険条例第２条の規定は、

平成３０年度以降の年度分の保険料から適用し、平成２９年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


